
社会福祉法人であることの
自覚と実践

「地域における公益的な活動」の一層の推進、発信を
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●制度で定められた社会福祉事業にとどまらない地域貢献に関わる先駆的、
開拓的取組が一部の社会福祉法人にとどまっている。
●社会福祉法人が株式会社等の他の経営主体と異なる役割を果たしている
ことが地域住民等に伝えられていない。地域ニーズへの対応をしっかり
取り組んでいかなければ、社会福祉法人の存在意義そのものが認められ
なくなる。
●これまで培ったノウハウを生かして既存の福祉サービスを担うのと同時
に、非営利法人として、制度や市場原理では満たされないニーズに応え
ることが期待されているという原点に立ち返り、様々な社会生活上の困
難を抱える者に対して、日常生活の支援を含むトータルなサービスを提
供したり、過疎地等他の経営主体の参入が見込まれない地域でサービス
を提供したりするなど、他の経営主体で担うことが必ずしも期待できな
い福祉サービスを積極的に実施・開発していく必要がある。

今こそ、自らが率先して
改革しなければ社会福祉法人制度は、
その未来をも断ち切られかねない。

社会福祉法人は、社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人であり、
制度や市場原理では満たされないニーズについても率先して対応していく取組
＝「地域における公益的な活動」が求められています。
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実施している社会福祉事業と「地域における公益的な活動」に
関する情報発信、広報

ホームページ 法人の事業報告、
事業計画

広報誌 活動内容・費用の公表
（会計区分の設定）

●すでに実施している社会福祉事業を疎かにして公益的な活動が実施されることがないよう、その義務付けの内
容等については慎重に検討した上で、積極的な実施ができるよう環境が整備される必要がある。

●社会福祉法人にとっては、主たる事業である社会福祉事業を効果的に実施することが、公益性を維持する上で
必要不可欠であり、まずは既に実施している社会福祉事業について、十分な取組を行うことが評価される必要
がある。
•サービスの質向上（第三者評価、苦情解決、保護者会・懇談会、職員の加配など）
•職員処遇の向上（処遇改善、キャリアパスなど）
•他の事業者が受け入れない困難な利用者への対応
•既存施設・事業の再生産
•利用者等のニーズに対応した新規事業の創設、定員増

やっていることを見せて（発信して）
いかなければ伝わらない。

「地域における公益的な活動」実施上の留意点5
（制度化に向けて働きかけること）
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